
  

 

集団資源回収の手引き（１） 
～登録変更・廃止について～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

        越谷市役所資源循環推進課 

電話：０４８－９６３－９１８１ 

        受付時間：月～金曜日、8 時３０分～１７時１５分 

 

令和７年４月時点 
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登録内容に変更がある場合の届出について 

 

   登録団体の代表者、事務担当者、補助金振込口座のいずれかについて、変更がある 

場合、変更の届け出が必要になりますので、「越谷市資源回収実施団体変更登録申請 

書」に変更事項を記入し、資源循環推進課へご提出ください。 

 

※補助金振込先口座情報に変更がある場合、金融機関で変更を行った後に口座情報が確

認できる書類（通帳の写し等）を添えて、申請を行ってください。 

 

・口座名義人と、代表者名が異なる場合、「越谷市資源回収実施団体変更登録申請書」の

「委任状」の箇所に代表者の署名をお願いします。委任状が必要な場合は次のとおりで

す。 

① 代表者は変わったが、口座の名義人は変わらない場合→委任状が必要です。 

② 代表者は変わらないが、口座の名義人が変わった場合→委任状が必要です。 

③ 代表者と口座の名義人が同一人物の場合→委任状は必要ありません。 

 

  （注意） 

自治会で集団資源回収を行っているが、自治会長名で代表者の登録をしている場合、市

民活動支援課に提出する自治会長の変更届とは別に、変更申請書を提出してください。 
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団体登録の廃止について 

 

   今まで資源回収を行っていたが、団体が解散する、あるいは資源回収活動をやめ 

るといった場合、「越谷市資源回収実施団体登録廃止申請書」を提出してください。 
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